
5

◎告示日　　大 阪 府 知 事 選 挙　３月23日(木)（立候補届出日)
大阪府議会議員選挙　３月31日(金)（立候補届出日)

◎投　票　・日　時　４月９日(日）午前７時から午後８時まで
　　　　　・投票所　市内38か所の該当する投票所　（６～８ページをご覧ください｡）
◎開　票　・日　時　４月９日(日）午後９時10分から
　　　　　・開票所　第一総合運動場市民体育館(スカイアリーナ)　新稲２丁目14番45号
◎選挙人名簿への登録基準日及び登録日　３月22日(水)・３月30日(木)

● 選挙の日程等
選挙日程
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★｢投票所｣には、介助をされるかたやお連れの18歳未満のかたも一緒に入場できます。
★入場案内券がお手元に届いても、投票日当日、選挙権がないかたは投票できません。
★本人以外のかた、選挙権のないかたが投票すると罰せられます。
★投票所では、住所・生年月日等でご本人の確認をさせていただくことがありますのでご了承ください｡

次のすべてに該当するかたは投票できます。
◎日本国民
◎生年月日が平成17年４月10日以前のかた
◎令和４年12月30日以前から本市の住民基本台帳に登載されていて、本市の選挙人名簿に登録されているかた

投票できるかた
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● 最近、引越しをされたかた
住所を異動されたかたの投票は次のとおりですのでご確認ください。

・令和４年12月31日以後大阪府内の市町村間で住所を異動されたかたは、前住所地で投票を行うことができますが、そのためには前住所地
の選挙人名簿に登録されている必要があります。さらに、投票する際は上記※２の手続きが必要です。

・｢引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」は、投票日までに最寄りの市(区)役所又は町村役場の住民票を担当する窓口で交付を受け
てください。

※１　箕面市では、令和５年３月30日から期日前投票及び不在者投票ができます｡（４月１日(土)～４月８日(土)は知事と府議を同時に投票できます｡）
※２　投票する際に、市区町村長が発行する「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」を提示すること又は引き続き大阪府内に住所を有することの確認を

受けることが必要です。

投票の場所・投票の可否
新住所地で
投票できる

前住所地で
投票できる

○

○※１

○
○

○

○※2

○
○※2

○

○

投票できない

転入届を
出されたかた

他府県から
転入されたかた

大阪府内の他の市町村から
転入されたかた

箕面市選挙管理委員会へ
お問い合わせください。

転出先の選挙管理委員会へ
お問い合わせください。

大阪府内の他の市町村へ
転出されたかた

他府県へ転出されたかた

転出届を
出されたかた

箕面市内で転居届を出されたかた

届 出 の 別 届 出 の 日

令和４年12月22日以前
令和４年12月23日以後
令和４年12月30日以前
令和４年12月31日以後
令和４年12月22日以前
令和４年12月23日以後
令和４年12月30日以前
令和４年12月31日以後

全　期　間
令和４年12月22日以前
令和４年12月23日以後
令和４年12月30日以前
令和４年12月31日以後
令和５年３月６日以前
令和５年３月７日以後

注 

意


